
   

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

不
当
表
示
の
抑
止
に
係
る
実
効
性
の
観
点
か
ら
、
本
法
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
不
断
の
評
価
を
継
続
し
、
上
乗
せ
課
徴
金

算
定
率
の
導

入
、
罰

則
導
入
等
に

よ
っ
て

、
不
当
表
示

に
対
す

る
十
分
な
抑

止
力
が

働
い
た
か
否

か
を
改

め
て
評
価
し

、

抑
止
力
が
不

十
分
と

評
価
さ
れ
た

場
合
に

は
、
原
則
的

な
課
徴

金
算
定
率
の

引
上
げ

、
課
徴
金
対

象
期
間

の
延
長
、
規

模

基
準
の
引
下

げ
、
罰

則
の
強
化
等

に
つ
い

て
検
討
す
る

こ
と
。

ま
た
、
業
務

停
止
命

令
等
が
可
能

な
特
定

商
取
引
法
の

執

行
と
連
携
し
、
表
示
違
反
行
為
に
対
し
て
両
法
律
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
。 

 

二 

確
約
手
続
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
り
、
確
約
手
続
を
利
用
し
得
る
事
案
・
事
業
者
の
対
象
範
囲
や
、
消
費

者
に
対
し
妥

当
な
額

を
算
定
し
て

返
金
す

る
こ
と
が
措

置
内
容

の
十
分
性
を

満
た
す

た
め
に
有
益

で
あ
る

こ
と
及
び
確

約

手
続
の
対
象

と
な
っ

た
事
業
者
名

・
事
案

の
概
要
を
公

表
す
る

こ
と
を
明
確

に
す
る

こ
と
。
ま
た

、
法
改

正
後
に
ガ
イ

ド

ラ
イ
ン
等
の
詳
細
を
速
や
か
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
景
品
表
示
法
第
五
条
第
三
号
の
指
定
告
示
事
項
と
し
て
不
当
表
示
規
制
の
対
象
に
取
り
込

ん
だ
結
果
と

し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を

始
め
と
す
る

通
信
技

術
の
発
達
に

よ
り
今

後
も
生
起
し

得
る
消

費
者
の
自
主

的

意
思
決
定
に

不
当
な

影
響
を
及
ぼ

す
表
示

に
つ
い
て
、

必
要
十

分
な
抑
止
機

能
が
働

い
て
い
る
か

否
か
に

つ
き
、
関
連

す

る
消
費
者
被

害
の
発

生
状
況
・
態

様
を
継

続
し
て
注
視

し
、
必

要
に
応
じ
て

告
示
・

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
変

更
を
迅
速
か

つ

柔
軟
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
。 

 

四 

景
品
表
示

法
検

討
会
の
報
告
書

に
お

い
て
中
長
期
的

に
検

討
す
べ
き
課
題

と
整

理
さ
れ
た
課
徴

金
の

対
象
の
拡
大
の
ほ

か
、
差
止
請

求
の
範

囲
の
見
直
し

に
つ
い

て
、
指
定
告

示
に
係

る
表
示
の
執

行
状
況

も
注
視
し
つ

つ
、
更

な
る
検
討
を

行

令

和

五

年

四

月

二

十

八

日 

参
議
院
消
費
者
問

題

に
関
す
る
特
別
委

員

会 



う
こ
と
。
ま

た
、
同

様
に
中
長
期

的
に
検

討
す
べ
き
課

題
と
整

理
さ
れ
た
デ

ジ
タ
ル

の
表
示
の
保

存
義
務

や
、
供
給
要

件

を
満
た
さ
な

い
者
へ

の
規
制
対
象

の
拡
大

に
つ
い
て
も

、
「
事

業
者
が
講
ず

べ
き
景

品
類
の
提
供

及
び
表

示
の
管
理
上

の

措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」
の
取
組
状
況
も
注
視
し
つ
つ
、
更
な
る
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

返
金
措
置
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
行
う
返
金
措
置
の
実
施
方
法
が
弾
力
化
さ
れ
た
こ
と
に

伴

い

、

事

業

者

に

対

し

、

金

銭

と

同

様

に

通

常

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

に

限

ら

れ

る

こ

と

を

周

知

す

る

と

と

も

に
、
事
業
者

が
提
出

す
る
返
金
措

置
計
画

を
認
定
す
る

際
に
は

、
消
費
者
庁

は
当
該

計
画
が
適
正

な
も
の

で
あ
る
か
否

か

に
つ
い
て
厳
正
に
判
断
を
行
う
こ
と
。 

 

六 

消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
定
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
提
供

で
き
る
書
類
と
し
て
、
景
品
表
示
法
に
基
づ
く
処
分
に
関
し
て
作
成
し
た
書
類
も
提
供
で
き
る
よ
う
、
同
法
同
条
項
の
施

行
後
の
運
用
実
態
を
踏
ま
え
検
討
す
る
こ
と
。 

 

七 

社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
今
後
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
不
当
表
示
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

消
費
者
庁
に

お
い
て

景
品
表
示
法

の
運
用

に
必
要
と
な

る
人
員

の
適
正
な
配

置
を
行

い
、
十
分
な

予
算
を

確
保
す
る
と

と

も
に
、
よ
り
一
層
、
都
道
府
県
と
密
接
な
連
携
を
と
る
こ
と
。 

 

八 

広
告
・
表
示
の
適
正
化
に
向
け
た
事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の

提
供
を
始
め
、
財
政
的
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
と
り
わ
け
、
景
品
表
示
法
に
基
づ
く
適
格
消
費
者
団

体
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
国
・
都
道
府
県
が
な
す
べ
き
行
政
処
分
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
社
会
的

実
態
を
踏
ま
え
、
当
該
団
体
に
対
す
る
財
政
的
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
に

よ
り
導
入
さ
れ
る
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
開
示
要
請
規
定
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
な
場
合
に
は
、
更
な
る
適
格

消
費
者
団
体
の
立
証
負
担
の
軽
減
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

九 

外
国
の
事
業
者
か
ら
我
が
国
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
行
う
不
当
表
示
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
厳

正
な
執
行
の
観
点
か
ら
、
今
後
も
国
際
化
の
進
展
に
対
応
す
る
制
度
を
整
備
・
拡
充
す
る
こ
と
。 



 
十 

消
費
者
が
商
品
や
役
務
の
取
引
を
行
う
に
当
た
り
判
断
の
情
報
源
と
な
る
デ
ジ
タ
ル
広
告
表
示
の
保
存
に
関
し
、
消
費
者

庁
は
事
業
者

に
対
し

「
事
業
者
が

講
ず
べ

き
景
品
類
の

提
供
及

び
表
示
の
管

理
上
の

措
置
に
つ
い

て
の
指

針
」
の
更
な

る

周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


